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税務

当
社
は
、
資
本
金
1
0

0
0
万
円
の
製
造
業
で

す
。
得
意
先
に
対
す
る

債
権
に
つ
い
て
、
昨
今
の
不
安
定
な

経
済
情
勢
か
ら
、
債
権
が
不
良
債
権

化
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
も
し
不
良
債
権
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
財
務
内
容
の
早

期
健
全
化
の
た
め
に
、
適
切
な
処
理

を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
税
務

上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

不
良
債
権
処
理
の
税
務

み
つ
ば
会
計

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

税
理
士
・
公
認
会
計
士

織
田
成
人

１
．
不
良
債
権
の
処
理

方
法
と
法
人
税
で
の

扱
い

　

得
意
先
に
対
す
る
不
良
債
権
の
処

理
方
法
と
し
て
は
、
表
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

無
税
処
理
の
う
ち
、
よ
く
利
用
さ

れ
る
も
の
が
表
㋐
㋑
で
す
。
こ
れ
ら

の
要
件
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
。

　

表
㋒
の
子
会
社
等
の
範
囲
に
は
、

特
約
店
な
ど
の
事
業
関
連
性
を
有
す

る
者
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
合
理
的
な

再
建
計
画
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
表
㋓

は
、
債
権
回
収
会
社
（
サ
ー
ビ
サ

ー
）
な
ど
の
第
三
者
に
債
権
譲
渡
が

で
き
れ
ば
、
簿
価
と
譲
渡
価
額
の
差

額
を
損
失
処
理
で
き
ま
す
。
表
㋔
の

D
E
S
は
、
実
際
に
は
債
権
の
時
価

譲
渡
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

損
失
処
理
と
し
て
は
あ
ま
り
利
用
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

税
務
上
で
損
失
と
認
め
ら
れ
る
た

め
の
要
件
を
満
た
さ
ず
に
不
良
債
権

処
理
を
行
え
ば
、
表
の
有
税
処
理
㋕

㋖
と
な
り
ま
す
。
表
㋖
の
場
合
、
後

日
、
要
件
を
満
た
せ
ば
無
税
処
理
が

で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

２
．
債
権
の
貸
倒
処
理（
貸
倒
損
失
）

　

貸
倒
損
失
は
、
法
律
上
の
貸
倒
れ

（
法
人
税
基
本
通
達
9
︱

6
︱

1
）、

事
実
上
の
貸
倒
れ
（
同
9
︱
6
︱
2
）、

形
式
上
の
貸
倒
れ（
同
9
︱
6
︱
3
）

の
3
種
類
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
売
掛

債
権
が
貸
倒
損
失
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
消
費
税
計
算
に
お
い
て
も
、
そ

の
消
費
税
部
分
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

⑴
法
律
上
の
貸
倒
れ

　

法
的
手
続
き
等
に
従
っ
て
、
金
銭

債
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
切
り
捨

て
ら
れ
た
り
債
務
免
除
を
行
っ
た
場

合
に
、
損
金
算
入
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
具
体
的
に
は
以
下
の
通
り
で
す
。

①
更
生
計
画
認
可
の
決
定
ま
た
は
再

生
計
画
認
可
の
決
定
に
よ
る
切
り

捨
て

②
特
別
清
算
に
係
る
協
定
の
認
可
の

決
定
が
あ
っ
た
場
合
の
切
り
捨
て

③
関
係
者
の
協
議
決
定
に
よ
る
切
り

捨
て

ⅰ
債
権
者
集
会
で
合
理
的
な
基
準

に
よ
り
債
務
者
の
負
債
整
理
を

定
め
て
い
る
も
の

ⅱ
行
政
機
関
、
金
融
機
関
そ
の
他

の
第
三
者
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る

当
事
者
間
の
協
議
に
よ
り
締
結

さ
れ
た
契
約
で
そ
の
内
容
が
ⅰ

に
準
ず
る
も
の

④
書
面
に
よ
る
債
務
免
除
（
債
務
者

の
債
務
超
過
の
状
態
が
相
当
期
間

継
続
し
、
そ
の
金
銭
債
権
の
弁
済

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
）

　

④
の
「
相
当
期
間
」
と
は
、
一
般

的
に
3
年
な
い
し
5
年
継
続
と
さ
れ

ま
す
が
、
形
式
的
な
期
間
で
は
な
く
、

債
権
回
収
の
た
め
の
個
別
事
情
を
考

慮
し
た
判
断
に
基
づ
く
期
間
と
さ
れ

ま
す
。

　

法
律
上
の
貸
倒
れ
を
適
用
す
る
場

表　得意先に対する不良債権の処理方法

無税処理

㋐債権の貸倒処理（貸倒損失）

㋑個別評価による貸倒引当金の設定（中小企業）

㋒子会社等への支援損・整理損

㋓債権譲渡損

㋔DES（デットエクイティスワップ）

有税処理
㋕債権放棄等を行って寄付金として処理

㋖損失を否認（別表加算）
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合
、
対
象
は
金
銭
債
権
に
限
定
さ
れ

ま
す
。
損
金
算
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は

消
滅
時
点
が
含
ま
れ
る
年
度
の
み
で

あ
り
、
会
計
上
処
理
し
て
い
な
く
て

も
、
申
告
調
整
で
減
算
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
損
金
算
入
す
べ
き
年
度

よ
り
も
後
に
事
実
を
認
識
し
た
場
合

に
は
、
更
正
の
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
調
停
と
破
産
手
続
き

に
は
、
法
的
に
債
権
を
切
り
捨
て
る

手
続
き
が
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き

で
す
。
貸
倒
損
失
の
計
上
タ
イ
ミ
ン

グ
と
し
て
は
③
か
④
、
ま
た
は
後
述

す
る
「
⑵
事
実
上
の
貸
倒
れ
」
等
を

適
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
財
産
が
な
い
場
合
の
裁
判

所
の
廃
止
決
定
や
、
破
産
管
財
人
か

ら
の
配
当
金
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
の

証
明
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

⑵
事
実
上
の
貸
倒
れ

　

金
銭
債
権
が
法
律
上
、
存
在
し
て

い
る
場
合
で
も
、
そ
の
債
務
者
の
資

産
状
況
、
支
払
能
力
等
か
ら
み
て
そ

の
全
額
（
一
部
の
み
で
は
不
可
）
が

回
収
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
業

年
度
に
お
い
て
貸
倒
損
失
と
し
て
損

金
経
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

担
保
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
を

処
分
し
た
後
で
な
け
れ
ば
貸
倒
れ
と

し
て
損
金
経
理
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
適
正
な
評
価

額
か
ら
み
て
、
そ
の
劣
後
抵
当
権
が

名
目
的
で
あ
り
実
質
的
に
全
く
担
保

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
担
保
物

が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
同
様
に
、
保
証
債
務

は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
履
行
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
保
証
人
の
履

行
能
力
を
考
慮
し
て
判
断
し
ま
す
。

　

事
実
認
定
の
問
題
と
し
て
、
税
務

調
査
に
お
い
て
、
貸
倒
損
失
の
計
上

が
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
否
認
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し

中
小
企
業
の
場
合
は
、
そ
の
貸
倒
処

理
額
を
、
貸
倒
引
当
金
の
繰
入
額
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑶
形
式
上
の
貸
倒
れ

　

営
業
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
売
掛

債
権
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
事
情
が

あ
り
、
当
該
売
掛
債
権
か
ら
備
忘
価

額
（
一
般
的
に
1
円
）
を
控
除
し
た

残
額
を
貸
倒
れ
と
し
て
損
金
経
理
し

た
場
合
に
は
、
損
金
算
入
が
認
め
ら

れ
ま
す
。

①
債
務
者
と
の
取
引
停
止
後
1
年
以

上
経
過
し
た
場
合
（
担
保
物
が
あ

る
場
合
を
除
く
）

　

た
だ
し
、
相
手
先
と
の
紛
争
に
よ

る
取
引
停
止
は
対
象
外
で
す
。

②
同
一
地
域
の
債
務
者
に
対
し
て
有

す
る
債
権
と
そ
の
回
収
費
用
を
比

較
し
て
、
債
権
額
が
回
収
費
用
に

満
た
な
い
場
合

　

形
式
上
の
貸
倒
れ
の
対
象
は
、
継

続
的
な
取
引
に
係
る
売
掛
債
権
に
限

定
さ
れ
る
点
に
留
意
が
必
要
で
す
。

つ
ま
り
、
1
回
だ
け
の
ス
ポ
ッ
ト
取

引
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

３
．
個
別
評
価
に
よ
る
貸
倒
引
当
金

の
設
定

　

資
本
金
1
億
円
以
下
の
中
小
法
人

や
金
融
機
関
等
で
あ
れ
ば
、
個
別
評

価
金
銭
債
権
に
係
る
貸
倒
引
当
金
の

設
定
に
よ
る
不
良
債
権
処
理
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
1
0
0
％
グ
ル
ー
プ
内

の
債
権
は
対
象
外
で
す
。

⑴
法
令
等
に
よ
る
棚
上
げ
が
あ
っ
た

場
合

　

個
別
評
価
金
銭
債
権
に
係
る
債
務

者
に
つ
き
、
更
生
計
画
認
可
の
決
定

や
特
別
清
算
に
係
る
協
定
の
認
可
の

決
定
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

5
年
以
内
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
以
外
の
金
額
に
つ
い
て
、

貸
倒
引
当
金
の
設
定
が
で
き
ま
す
。

計
上
事
由
は
、「
２
．
⑴
法
律
上
の

貸
倒
れ
」
と
同
じ
で
す
。

⑵
実
質
基
準

　

個
別
評
価
金
銭
債
権
に
係
る
債
務

者
に
つ
き
、
債
務
超
過
の
状
態
が
相

当
期
間
（
お
お
む
ね
1
年
以
上
）
継

続
し
、
か
つ
、
そ
の
営
む
事
業
に
好

転
の
見
通
し
が
な
い
こ
と
等
の
事
由

に
よ
り
債
権
の
一
部
に
つ
き
取
り
立

て
等
の
見
込
み
が
な
い
場
合
は
、
当

該
一
部
の
額
に
つ
い
て
貸
倒
引
当
金

の
設
定
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
物
的
担
保
・
人
的
保
証

に
よ
り
回
収
が
見
込
ま
れ
る
金
額
は

除
か
れ
ま
す
。

⑶
形
式
基
準

　

個
別
評
価
金
銭
債
権
に
係
る
債
務

者
に
つ
き
、
ⓐ
更
生
手
続
き
・
再
生

手
続
き
・
破
産
手
続
き
・
特
別
清
算

の
開
始
の
申
し
立
て
、
ⓑ
手
形
交
換

所
の
取
引
停
止
処
分
の
事
由
が
生
じ

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
の
50

％
相
当
額
に
つ
い
て
貸
倒
引
当
金
の

設
定
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
実
質

的
に
債
権
と
み
ら
れ
な
い
部
分
の
金

額
や
担
保
権
の
実
行
等
に
よ
る
取
り

立
て
見
込
み
の
あ
る
部
分
の
金
額
は

除
か
れ
ま
す
。

　

基
準
が
明
確
な
の
で
、
利
用
し
や

す
い
規
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。


